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鉄道総研の発明

パテントシリーズ

▊▊目的と効果
　近年，老朽化した既設高欄の補修・

補強や，列車の高速化に伴い，高欄の

かさ上げが必要となる場合があります。

そこで，高靱
じん

性セメントボード（以降，

補強材）を用いた既設高欄の改修工法

を開発しました（図1）。

　本改修工法では，高欄のかさ上げを

する場合，所要の高さとするため，補

強材同士を継ぐ必要があります。継手

構造は，列車振動などにより，構成す

る材料が落下しない構造で，かつ耐久

性および施工性に優れた構造である必

要があります。本特許は，それらを考

慮して，補強材の継手構造とその継手

構造の構築方法を考案したものです。

▊▊技術の概要
　補強材の継手は，ボルトや接着剤な

どを用いて行うことが考えられます。

接着剤を使用した継手では，経年劣化

など耐久性が不明確であり，中長期的

に利用する構造物への適用には不安が

残ります。また，ボルトを使用した継

手では，列車の通過や風などによる振

動でボルトが緩んで高架橋下や施工基

面内に落下する恐れがあります。その

ため，補強材同士を裏当て板を介して

内側からボルトで止める構造としまし

た（図2）。これにより，接着剤を用い

ることなく補強材を継ぐことが可能で

す。また，ボルトの頭部が補強材と既

設高欄間にあるため，ボルトが外側に

落下するのを防止できます。なお，本

継手構造を用いた改修工法を実スケー

ルのブロック高欄を模擬した試験体に

適用し，載荷実験により，継手構造は

十分な耐力を有することを確認してい

ます。
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図1　高靱
じん

性セメントボードを用いた既設高欄の改修工法 図2　継手構造

▊▊発明余話
　既設部材を補修・補強する場合，補

修・補強に用いる材料はあと付けする

ことが多く，構成材料が経年劣化や振

動により落下する危険性があります。

また，補修後，早期に再劣化する事象

が生じており，再劣化せず簡易で効果

的な補修工法が望まれています。その

ため，継手構造を考える上で，構成材

料が落下せず，耐久性を維持する構造

とすることを念頭に本構造を考案しま

した。

　なお，高靱
じん

性セメントボードを用い

た既存鉄道高欄などの補修工法に関す

る設計・施工指針を作成しました。指

針には補強材の継手構造の仕様なども

記載しています。現在，本工法は，ラー

メン高架橋の高欄の改修・かさ上げ工

事に適用されており，良好に施工でき

ることを確認しています。
（轟俊太朗／構造物技術研究部

　コンクリート構造研究室）

かさ上げ

じん

貫通ボルト

根固めモルタル

既設高欄

継手位置

モルタル

アンカー高靱性セメントボード
（補強材）

根固めモルタル

裏当て板

ボルト

補強材

モルタル

間詰材

既設高欄


